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上記事項につきましては、法令および当社定款第14条第２項の規定に基づき、
書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面（電子提供措置事項記
載書面）への記載を省略しています。
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第73回定時株主総会招集ご通知に際しての
法令および定款に基づく書面交付請求株主への

交付書面に含まれない事項
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⑴　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
・業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制につきまして
は、グループ各社の取締役及び使用人が法令・各社定款及び社内諸規則を遵守した行動をとるための
コンプライアンス・マニュアルを定めております。また、グループ各社で問題が発生した場合は、各
社のコンプライアンス部門が連携し、当社取締役会に報告することとしております。また、リスク管
理委員会を設置し、法令上疑義のある行為等についてグループ各社の使用人が直接情報提供を行える
内部通報窓口を開設するとともに、グループ取締役との関連性の高い問題については、監査等委員会
において審議し、その結果を取締役会に報告する体制を整備しております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程に従い、取締役の職務の
執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存しております。取締
役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社はリスク管理基本規程を制定し、リスクの発生の確率を減らし、そのマイナスの影響を抑える
ための組織的な管理に関する基本的事項を定めております。
　コンプライアンス、災害、情報セキュリティ、自己ディーリング及び保有不動産等に係る個別のリ
スク管理については、グループ各社ごとに専門性を要することから、グループ各社及び各部署におい
て規則・ガイドラインの策定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、リスク管理の充実を
図っております。なお、各社ごとのリスク管理状況については内部監査部門により監査を実施し、全
社的なリスク管理の進捗状況を取締役会及び監査等委員会に報告し、必要に応じて指導・助言を行う
ものとしております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、職務分掌規程及び職務権限規程を定
め、適切かつ効率的に取締役が職務の執行を行えるようにしております。また、グループ各社におい
て、関係会社管理規程により、各社間と協議すべき事項、報告すべき事項等を定め、各社の業務の効
率化を図っております。

⑤　会社ならびに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
　当社グループにおける関係会社管理規程において、報告するべき事項を定め、子会社の営業成
績、財務状況その他重要な情報等について、当社への定期的な報告を行うものとしております。
2.　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　子会社の損失の危険の管理については、グループ各社ごとに業務の専門性を有することから、当
社と連携の上、各社において規則・ガイドラインの策定、マニュアルの作成・配布、教育の実施な
どを行い、リスク管理の充実を図っております。また、グループ各社で危険の発生を把握した場
合、当社の子会社管理部門を通じて、当社取締役会に報告されることとなっております。
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3.　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるため、当社グループにおける関係会社管理規
程を定め、協議すべき事項及び報告すべき事項を明確化し、具体的な業務執行については子会社の
自主性を尊重しております。また、グループに共通する間接部門の業務については共有化を図り、
グループ全体で効率的な経営に努めております。
4.　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社はコンプライアンス・マニュアルを作成し、当社のコンプライアンス部門を中心にグループ
各社のコンプライアンス部門と報告・連携等を行い、グループ各社固有のコンプライアンスリスク
を分析し対応に努めております。また、各社で問題が発生した場合は当社コンプライアンス部門を
通じて取締役会及び監査等委員会に報告することとしております。

⑥　監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項

　監査等委員会は、当社グループの使用人に監査業務に必要な事項を命令することができることとし
ております。

⑦　前号の使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
　監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関しては、監査等委員でな
い取締役、部門責任者等の指揮命令を受けないこととし、監査等委員の指揮命令に従い補助業務が遂
行できるような独立性を確保しております。

⑧　監査等委員の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
　当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員の指揮命令に従うこと、当該指
揮命令に従わなかった場合は社内処分の対象となることとしております。

⑨　監査等委員に報告するための体制
1.　監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員

への報告に関する体制
　監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グルー
プに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報窓口に対する通報状況及びその内容
を速やかに報告することとしております。

2.　子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告
するための体制

　子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、コンプライアン
ス・マニュアルにおいて、各社のコンプライアンス部門を通じてリスク管理委員会に報告するもの
とし、重要なものについては監査等委員会にて審議され、同委員会より当社取締役会に報告される
こととなっております。

⑩　監査等委員へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
　当社は、コンプライアンス・マニュアルにおいて、当社グループの監査等委員又は監査役への報告
を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを保障する旨を規定し
ております。
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⑪　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査等委員がその職務の執行について、費用又は債務を請求した場合は、当該請求に係る
費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費
用又は債務を処理することとしております。

⑫　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員は、監査等委員会規程において、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換
を行うこととしております。また、監査等委員会が必要と判断した場合は、各監査等委員でない取締
役、グループ各社社長、重要な使用人から個別ヒヤリングを行う機会を設けることとしております。

・業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社では、上記の業務の適正を確保するための体制について、その整備と適切な運用に努めておりま
す。当事業年度における当該体制の運用状況は、以下のとおりであります。
①　コンプライアンスに対する取組み
　当社グループでは、グループ各社の役社員に向けて、当社が定めるコンプライアンス・マニュアル
の継続的な周知に努めるとともに、グループ各社においても研修等の社内教育を実施することによ
り、コンプライアンスに対する意識向上に努めております。
　また、法令上疑義のある行為等についてグループ各社の使用人が直接情報提供を行える内部通報窓
口を開設し、リスク管理委員会を通じて取締役会及び監査等委員会に報告する体制を構築しておりま
す。また、グループ取締役との関連性の高い問題については、別途、監査等委員会で審議し、その結
果を取締役会に報告することとしております。なお、当事業年度において発生した内部通報案件はあ
りません。

②　職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組み
　当社では、社外取締役３名を含む監査等委員でない取締役９名及び全て社外取締役である監査等委員であ
る取締役３名により、取締役会規程ならびに取締役会付議基準の定めに従い、原則として毎月１回の定時取
締役会を開催しているほか、必要に応じた臨時開催・書面による決議等を行っております。当事業年度にお
きましては、10回の取締役会の開催と13回の書面決議を行いました。
　また、取締役会の決定に基づく職務の執行が効率的に行われることを確保するため、職務分掌規程
及び職務権限規程を定め、効率的に業務が執行を行えるようにしております。

③　リスク管理に対する取組み
　当社グループでは、グループ各社におけるリスク管理に係る規則・ガイドラインに基づき、リスク
管理状況について内部監査部門により監査を実施し、リスク管理の進捗状況を取締役会及び監査等委
員会に報告、必要に応じた指導・助言を行っているほか、リスク管理に係る研修の実施、マニュアル
の作成・周知等を行っております。

④　当社グループにおける業務の適正の確保に対する取組み
　当社子会社の経営管理につきましては、関係会社管理規程において、報告するべき事項を定め、子
会社の営業成績、財務状況その他重要な情報等について、取締役会において定期的に報告を行ってお
ります。
　また、グループ各社において、関係会社管理規程により、各社間と協議すべき事項、報告すべき事
項等を定め、各社の業務の効率化を図っております。
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⑤　監査等委員会の監査の実効性の確保に対する取組み
　当社の監査等委員会は監査等委員である取締役３名により構成されており、監査等委員である取締
役の全てが社外取締役であります。当事業年度におきましては、13回の監査等委員会が開催され、内
部監査部門の責任者よりグループ各社の内部監査に関する報告を受け、内部統制の状況を確認してお
ります。また、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し経営の監視を行っております。さら
に代表取締役やグループ各社の役員と面談を行い、グループ全体の経営執行に対する監督強化に努め
ております。
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(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで )

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 5,665,452 3,131,156 6,555,544 △1,274,558 14,077,595
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611,280 △611,280
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 780,945 780,945

自 己 株 式 の 取 得 △442 △442
自 己 株 式 の 処 分 △6,626 47,632 41,006
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 △6,626 169,665 47,190 210,228
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5,665,452 3,124,529 6,725,209 △1,227,367 14,287,823

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2,138 11,455 13,594 9,529 671,573 14,772,293
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611,280
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 780,945

自 己 株 式 の 取 得 △442
自 己 株 式 の 処 分 41,006
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額) 2,350 887 3,238 － △128,573 △125,335

当連結会計年度変動額合計 2,350 887 3,238 － △128,573 84,893
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,489 12,343 16,832 9,529 543,000 14,857,186

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会社の名称 変更の理由
NEXTライフデザイン㈱ 第三者割当増資

連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
(1) 連結子会社の数 20社
(2) 主要な連結子会社の名称

　主要な連結子会社名は、事業報告の「１．企業集団の現況　⑶重要な親会社及び子会社の状況　②
重要な子会社の状況」に記載しているため、省略しております。

(3) 新たに連結の範囲に含めた会社の名称及び変更の理由

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社の状況

持分法を適用した関連会社数 ３社
主要な会社等の名称 兆富財富管理顧問股份有限公司、㈱リヒト、合同会社ながみね

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、合同会社みよし、合同会社ふたば、及び合同会社こうとうの決算日は８月31日
であるため、当社の連結決算日と異なります。
　当連結会計年度においては、合同会社みよし、合同会社ふたば、及び合同会社こうとうについて
2023年２月28日を決算日とみなした仮決算に基づく決算数値を使用しております。ただし、連結決算
日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　トレーディング商品……………トレーディング商品に属する有価証券については、時価法を採用
し､売却原価は移動平均法により算定しております。

②　有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの ……時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規
定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とした
持分相当額を純額で取込む方法によっております。

③　デリバティブ取引………………時価法を採用しております。
④　棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
販売用不動産…………………個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に

よっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金及び特別法上の準備金の計上基準

①　貸倒引当金………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率に基づき計上し、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　役員株式給付引当金……………役員報酬の支給に備えるため、将来の株式給付見込額のうち当連結
会計年度において負担すべき額を計上しております。

③　金融商品取引責任準備金………金融商品事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の
５及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めると
ころにより算出した額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法
　主に退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

① 証券関連事業
顧客の委託を受け、証券取引の約定・決済サービスを提供する義務があり、通常、委託取引の
約定日に履行義務が充足されるため、当該約定日に収益を認識しております。

② 不動産関連事業
顧客との不動産売買契約書に基づき物件の引き渡しを行う義務があり、通常、当該物件が引き
渡される時点で履行義務が充足されるため、当該引渡時に収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間
　無形固定資産に計上したのれんについては、20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により
償却を行っております。

(8) 重要な繰延資産の処理方法
　社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。

(9) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　グループ通算制度の適用

　当社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将
来にわたって適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資組合運用益」は重要性が増
加したため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。なお、前連結会計年度の「投資組合
運用益」は14,108千円であります。
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（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計
年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（販売用不動産の評価）
　当連結会計年度の連結計算書類に計上した販売用不動産の金額は27,209,099千円であります。
　当社グループは、評価の基礎となる正味売却価格を算定するうえで、販売公表価格、不動産鑑定評価
基準に基づいて算定した価額、及び一般に公表されている地価又は取引事例価格等を使用しておりま
す。

（投資有価証券の評価）
　当連結会計年度の連結計算書類に計上した投資有価証券のうち、市場価格のない株式等の金額は
3,672,744千円であります。
　当社グループは、評価の基礎となる実質価額として純資産額や出資金回収見込額を使用しておりま
す。

（繰延税金資産の回収可能性）
　当連結会計年度の連結計算書類に計上した繰延税金資産の金額は156,897千円であります。
　当社グループは、将来の事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積っております。当該見
積りは、将来の営業成績の影響を受ける可能性があります。
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（追加情報）
（株式給付信託制度（Ｊ－ＥＳＯＰ））

　当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、業績向上への意欲を高めるために、
従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以
下、「本制度」という。）を導入しております。
（１）取引の概要
　本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当
社株式を給付する仕組みです。
　当社は、従業員に個人の貢献度及び給付時の株価等に応じて当社株式を給付いたします。従業員に対
し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として
分別管理しております。
　なお、本制度は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実
務対応報告第30号　2015年３月26日）第３項、第４項の取引には該当しないと判断しております。
（２）信託が保有する自社の株式に関する事項
　当該信託が保有する株式は、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により連結貸借
対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。なお、信託が保有する当社株式の帳簿価額
は、前連結会計年度末19,040千円であります。
　また、期末株式数は、前連結会計年度末52千株であり、期中平均株式数は、前連結会計年度110千
株、当連結会計年度36千株であります。
　上記の期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算定上、控除する自己株式に含めており
ます。
　なお、本制度の廃止に伴い、当連結会計年度末の保有株式はございません。

（株式給付信託制度（ＢＢＴ））
　当社は、当社及び一部の連結子会社の取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託制度（ＢＢＴ）」
（以下、「本制度」という。）を導入しております。
　本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリ
ットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価
値の増大への貢献意識を高めることを目的として導入したものであります。
（１）取引の概要
　本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役に対
し、当社株式を取締役の退任に際し、給付する仕組みです。
　取締役に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信
託財産として分別管理しております。
（２）信託が保有する自社の株式に関する事項
　当該信託が保有する株式は、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により連結貸借
対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。なお、信託が保有する当社株式の帳簿価額
は、前連結会計年度末1,236,676千円、当連結会計年度末1,208,084千円であります。
　また、期末株式数は、前連結会計年度末3,252千株、当連結会計年度末3,177千株であり、期中平均
株式数は、前連結会計年度3,048千株、当連結会計年度3,200千株であります。
　上記の期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算定上、控除する自己株式に含めており
ます。
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(1) 担保提供資産 現金及び預金（定期預金） 31,509千円
販売用不動産 23,110,098千円
建物及び構築物 189,824千円
土地 39,734千円
　計 23,371,168千円

(2) 担保債務 短期借入金 12,818,599千円
1年内返済予定長期借入金 940,215千円
長期借入金 6,277,085千円
　計 20,035,900千円

(1) 担保提供資産 販売用不動産 3,205,974千円
　計 3,205,974千円

(2) 担保債務 ノンリコース１年内返済予定長期借入金 725,220千円
ノンリコース長期借入金 1,254,760千円
　計 1,979,980千円

信用取引貸証券 378,330千円
信用取引借入金の本担保証券 3,185,019千円
差入保証金代用有価証券 1,306,843千円

信用取引貸付金の本担保証券 3,490,761千円
信用取引借証券 378,330千円
受入保証金代用有価証券 3,817,482千円

５．有形固定資産の減価償却累計額 1,158,390千円

預託金 (顧客分別金信託) 15,537,660千円

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保提供資産及び対応債務

２．責任財産限定型債務（ノンリコースローン）に係る担保提供資産及び対応債務

３．担保等として差入をした有価証券の時価額

４．担保等として差入を受けた有価証券の時価額

６．有形固定資産の減損損失累計額
　減価償却累計額に含めております。

７．金融商品取引法第43条の２の規定に基づいて分別保管されている資産

８．特別法上の準備金
　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。

金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の５
金融商品取引業等に関する内閣府令第175条
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株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

発 行 済 株 式
　 普 通 株 式 34,029,544株 － － 34,029,544株

自 己 株 式
　 普 通 株 式
　 （ 注 ） 1 .

3,374,179株 1,375株 127,480株 3,248,074株

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円） 基準日 効力発生日 配当の原資

2022年
６月29日

定時株主総会
普通株式 288,661 8.5 2022年

３月31日
2022年

６月30日 利益剰余金

2022年
11月14日
取締役会

普通株式 322,616 9.5 2022年
９月30日

2022年
12月8日 利益剰余金

決議予定 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2023年
６月28日

定時株主総会
普通株式 322,609 9.5 2023年

３月31日
2023年

６月29日 利益剰余金

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端数株式の買取1,375株であります。
普通株式の自己株式の株式数の減少は、ＥＳＯＰ信託口及びＢＢＴ信託口から役職員への株式給付
であります。

２．剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等

（注）１．2022年６月29日定時株主総会決議の配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口及びＢＢＴ信託口が保有
する当社株式に対する配当金28,091千円が含まれております。

２．2022年11月14日取締役会決議の配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口及びＢＢＴ信託口が保有する
当社株式に対する配当金30,681千円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2023年６月28日開催の第73回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。

（注）2023年６月28日定時株主総会の決議による配当金の総額には、ＢＢＴ信託口が保有する当社株式に対
する配当金30,185千円が含まれております。ＥＳＯＰ信託口は制度の廃止に伴い保有株式数がありま
せん。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に証券関連事業及び不動産関連事業により構成されております。
　証券関連事業においては、株式市場の状況のバランスを調整して、主に金融機関借入による間接金融
によって資金調達を行っています。主として株式市場の変動を伴う信用取引資産及び信用取引負債を有
しているため、株式市場の変動による不利な影響が生じないように、顧客から受け入れている担保の余
力管理を日々行っています。先物為替取引については、顧客の外貨建有価証券取引に付随したものであ
り、投機的な取引は行わない方針であります。
　また、不動産関連事業においては、新規投資及び投資回収の計画等に照らし、必要な資金を調達して
おります。一時的な余資は、主に銀行預金など流動性の高い金融資産で運用し、また、資金調達につい
ては銀行等からの借入により調達しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避する
ために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　預託金は、主に顧客分別預託金であります。顧客分別金信託は、金融商品取引法第43条の２第２項
に基づき顧客から預託を受けた金銭を信託会社等に信託しているものであり、信託法により信託財産の
独立性が確保されております。
　トレーディング商品は株式及び公社債であります。投資有価証券には株式及び公社債、匿名組合・投
資事業有限責任組合への出資金等が含まれております。これらは、市場価格の変動リスク・発行体の信
用リスクに晒されています。
　信用取引貸付金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。
　信用取引借入金は、主に顧客に対する信用取引貸付金に係る資金調達であり、株式市場の変動リスク
に晒されています。
　預り金は、主に顧客からの預り金であり、有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金であり
ます。顧客からの預り金は、金融商品取引法に基づき信託会社等に信託しており、信託法により信託財
産の独立性が確保されております。
　受入保証金は、顧客から受け入れた信用取引の委託保証金であります。委託保証金は、金融商品取引
法に基づき顧客分別金信託として信託会社等に信託しており、信託法により信託財産の独立性が確保さ
れております。
　借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。借入金のうち変動金利の借入金は、金利変動リ
スクに晒されています。
　社債及びノンリコース借入金は、主に特定のプロジェクトや事業を推進する上で必要な資金調達を目
的としたものであります。
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連結貸借対照表
計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) トレーディング商品（資産） 240,937 240,937 ー
(2) 投資有価証券 177,491 177,491 ー

資産計 418,428 418,428 ー
(3) トレーディング商品（負債） 203,887 203,887 ー
(4) 長期借入金

（１年内返済予定を含む） 7,663,237 7,632,117 △31,120

負債計 7,867,125 7,836,005 △31,120

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ信用リスク及び市場リスク
　預託金である顧客分別金信託は、担当部署が規程に従い、残高管理を行っております。
　トレーディング商品は、あらかじめ定めた限度額の範囲内（市場リスク枠）に収めることで管理を行
っております。市場リスク枠は、取締役会において決定し、市場の変動や財務状況等を把握し、取締役
会へ報告しております。
　投資有価証券は、発行体の財務状況等を継続的に把握することに努めており、状況に応じて随時保有
方針の見直し等を行っております。
　信用取引貸付金は、子会社において経常的に発生しており、担当部署が規程に従い、最長６ヶ月以内
での返済期日管理及び受入保証金の預託状況管理を毎日売買審査部で把握する体制としています。
　信用取引借入金は、担当部署が規程に従い、残高及び差入担保状況管理を行う体制としています。
ⅱ資金調達に係る流動性リスク
　当社グループは、担当部署が企画・立案する新規投資又は投資回収の計画に基づき、適時に資金繰計
画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。

（*1）「現金及び預金」、「預託金」、「信用取引貸付金」、「信用取引借証券担保金」、「差入保
証金」、「信用取引借入金」、「信用取引貸証券受入金」、「預り金」、「受入保証金」、「短
期社債」、「短期借入金」については、現金であることや短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「ノンリコース長期借入金
（1年内返済予定を含む）」については、約定金利が変動金利であり、短期間で市場金利を反映
するため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は、非上場株式2,216,898千円であります。
（*3）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資は

1,455,823千円であります。

－ 14 －



(1)　　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 (単位：千円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

トレーディング商品
（資産） 240,937 ー ー 240,937

投資有価証券 177,491 ー ー 177,491
資産計 418,428 ー ー 418,428

トレーディング商品
（負債） 203,887 ー ー 203,887

負債計 203,887 ー ー 203,887

(2)　　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 (単位：千円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金
（1年内返済予定を含
む）

ー 7,632,117 ー 7,632,117

負債計 ー 7,632,117 ー 7,632,117

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金（1年内返済予定を含む）
　長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長
期借入金の元利金の合計額を、新規の借入において想定される利率により割り引いて時価を算定してお
ります。
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連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末
時価

（千円）
当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

増減額
当連結会計年度

期末残高
643,689 △272,112 371,576 594,039

１株当たり純資産額 464円72銭
１株当たり当期純利益 25円42銭

報告セグメント 合計
（千円）証券関連事業

（千円）
不動産関連事業

（千円）
顧客との契約から
生じる収益 3,395,878 28,761,605 32,157,484

その他の収益 5,927,944 1,250,923 7,178,867

外部顧客に対する
営業収益 9,323,823 30,012,528 39,336,351

（賃貸等不動産に関する注記）
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、東京都及びその他の地域において賃貸に供している物件を保有しております。
(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
２．当連結会計年度の主な減少額は、売却（259,957千円）、減価償却（12,154千円）によ

るものです。
３．期末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定書の鑑定評価額、「不動産鑑定評価基

準」及び「固定資産税評価額」に準じ自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行っ
たものを含む。）です。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（注）その他の収益には、リース取引に関する会計基準及び金融商品に関する会計基準で認識され
る収益が含まれております。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「４．会計方針に関する事項　（５）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで )
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計利益準備金

その他利益
剰　余　金利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰　余　金

当 期 首 残 高 5,665,452 2,797,125 930,793 3,727,919 120,704 2,526,859 2,647,563 △1,274,558 10,766,376
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611,280 △611,280 △611,280
当 期 純 損 失 △518,562 △518,562 △518,562
自 己 株 式 の 取 得 △442 △442
自 己 株 式 の 処 分 △6,626 △6,626 47,632 41,006
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － △6,626 △6,626 － △1,129,842 △1,129,842 47,190 △1,089,279
当 期 末 残 高 5,665,452 2,797,125 924,167 3,721,292 120,704 1,397,016 1,517,720 △1,227,367 9,677,097

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △276 △276 10,766,100
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611,280
当 期 純 損 失 △518,562
自 己 株 式 の 取 得 △442
自 己 株 式 の 処 分 41,006
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 1,843 1,843 1,843

当 期 変 動 額 合 計 1,843 1,843 △1,087,435
当 期 末 残 高 1,567 1,567 9,678,665

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

子会社及び関連会社株式…………移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券（関係会社出資金含む）

市場価格のない株式等以外のもの……時価法を採用しております｡（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております｡）

市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に
規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
した持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産

販売用不動産…………………個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては、定額法によっております。

(2) 無形固定資産
　定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金…………………………一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

(2) 役員株式給付引当金………………役員報酬の支給に備えるため、将来の株式給付見込額のうち当事
業年度において負担すべき額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
　当社は、持株会社として主に子会社管理を行っておりますが、そのほか不動産の売買等を行っており
ます。当該不動産売買事業においては、顧客との不動産売買契約書に基づき物件の引き渡しを行う義務
があり、通常、当該物件が引き渡される時点で履行義務が充足されるため、当該引渡時に収益を認識し
ております。

５．重要な繰延資産の処理方法
　社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。

６．重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

－ 18 －



(1) 有形固定資産の減価償却累計額 40,080千円

販売用不動産 216,490千円
計 216,490千円

１年内返済予定長期借入金 11,508千円
長期借入金 170,542千円
計 182,050千円

７．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来に
わたって適用することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計
算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（販売用不動産の評価）
　当事業年度の計算書類に計上した販売用不動産の金額は216,490千円であります。
　当社は、評価の基礎となる正味売却価格を算定するうえで、販売公表価格、不動産鑑定評価基準に基
づいて算定した価額、及び一般に公表されている地価又は取引事例価格等を使用しております。

（投資有価証券・関係会社株式・関係会社出資金の評価）
　当事業年度の計算書類に計上した市場価格のない株式等は2,661,990千円、関係会社株式は
10,944,724千円、関係会社出資金は28,576千円であります。
　当社は、評価の基礎となる実質価額として純資産額や出資金回収見込額を使用しております。

（繰延税金資産の回収可能性）
　当社は、将来の事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積っております。当該見積りは、
将来の営業成績の影響を受ける可能性があります。

（追加情報）
　連結注記表の（追加情報）に記載のとおりであります。

（貸借対照表に関する注記）

(2) 担保提供資産及び対応債務
①担保に供している資産

②担保に係る債務
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EWアセットマネジメント㈱ 246,845千円
合同会社みよし 298,880千円
計 545,725千円

短期金銭債権 87,530千円
長期金銭債権 2,822,099千円
短期金銭債務 17,830千円
長期金銭債務 79,701千円

長期金銭債権 10,559千円

営業取引
　不動産事業売上高 161,126千円
　売上原価 161,126千円
営業取引以外
　匿名組合投資利益 168,000千円
　社債発行費 140,000千円
　支払手数料 139,166千円
　匿名組合投資損失 12,834千円

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
の 株 式 数

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数

普 通 株 式 3,374,179株 1,375株 127,480株 3,248,074株

(3) 保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(5) 取締役に対する金銭債権

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端数株式の買取1,375株であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、主にＢＢＴ信託口から役職員への株式給付であります。
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繰延税金資産
繰越欠損金 341,316千円
役員株式給付引当金 278,996千円
関係会社株式 49,322千円
貸倒引当金 37,191千円
その他 112,555千円

繰延税金資産小計 819,382千円
評価性引当額 △815,757千円
繰延税金資産合計 3,624千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △987千円
その他 △3,642千円

繰延税金負債合計 △4,629千円
繰延税金資産の純額 △1,005千円

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用す
る場合の会計処理及び開示に関する取扱い（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人
税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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属性 会社等の名称
議決権等の

所有(被所有)
割合

関連当事者
との関係 事業の内容 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 あかつき証券㈱
（所有）

直接
100.0％

役員の兼任 証券業

通算税効果
額 25,290 関係会社

未収入金 25,290

社債発行費
の支払
（注1）

140,000 － ー

社債関連手
数料の支払

（注1）
139,166 前払費用 46,750

子会社 ㈱マイプレイス
グループ

（所有）
直接

100.0％
役員の兼任 投資事業 資金の回収

（注2） 100,000 関係会社
長期貸付金 2,400,000

子会社 ㈱あかつき
キャピタル

（所有）
直接

100.0％
役員の兼任 投資事業

資金の貸付
（注2） 30,500

関係会社
長期貸付金 275,500

資金の回収
（注2） 180,000

子会社 ㈱マイプレイス
（所有）

間接
100.0％

役員の兼任 不動産事業 通算税効果
額 124,316 関係会社

未収入金 124,316

子会社 ㈱バウテックグ
ループ

（所有）
間接

100.0％
役員の兼任 不動産事業 通算税効果

額 36,459 関係会社
未収入金 36,459

子会社 EWアセットマ
ネジメント㈱

（所有）
直接

100.0％
役員の兼任 不動産事業 債務保証 246,845 － ー

子会社 合同会社みよし
（所有）

間接
100.0％

匿名組合
出資 不動産事業 債務保証 298,880 － ー

子会社 合同会社こうと
う

（所有）
直接

60.9％
匿名組合

出資 不動産事業

匿名組合出
資の返還 225,734 － －

匿名組合
分配金 168,000 － －

（関連当事者との取引に関する注記）
１．子会社及び関連会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．社債発行費用、社債関連手数料につきましては、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件

により行っております。
２．資金の貸付につきましては、他の金融機関との取引と同様、一般的な借入条件により行ってお

ります。なお、取引に係る利息につきましては、無利息としております。
３．子会社への貸倒懸念債権等に対し、合計121,461千円の貸倒引当金を計上しており、当事業年

度において合計32,774千円の貸倒引当金戻入益を計上しております。
４．各社の銀行借入につき、債務保証を行っております。なお、当該債務保証に対し、保証料は受

領しておりません。
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種類 氏名 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会

社等

㈱工藤
アセット

マネジメント

（被所有）
直接 2.5％
間接 0.8％

役員の兼任

資金の回収
（注） 36,131 長期

貸付金 13,868

利息の受取
（注） 1,709 － －

役員 三澤　章 （被所有）
直接 － 当社取締役

資金の回収
（注） 14,382 長期

貸付金 5,617

利息の受取
（注） 683 － －

役員 鴛海　浩介 （被所有）
直接 0.0％ 当社取締役

資金の回収
（注） 12,057 長期

貸付金 4,942

利息の受取
（注） 581 － －

子会社の役員 大内　裕人 （被所有）
直接 0.1％

当社子会社
取締役

資金の回収
（注） 50,515 長期

貸付金 19,484

利息の受取
（注） 2,393 － －

１株当たり純資産額 314円43銭
１株当たり当期純損失 16円88銭

２．役員及び個人主要株主等

（注）資金の貸付につきましては、他の金融機関との取引と同様、一般的な借入条件により行っておりま
す。なお取引に係る利息につきましては、市場金利を参考に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 23 －


